
Ⅱ．腰痛を予防するための「見える化」

18歳以上男子の取り扱う重量　の「見える化」
　　

　年少者と女性は年齢により重量物を取り扱う業務に重量制限が労働基準法 第62条
（危険有害業務の就業制限）年少則　第7条 第8条　女性則第2条により性別や年齢
により明確な重量制限がありますが、満18歳以上の男性は法令上、明確な重量制限
がありません。
　腰痛防止・予防策を指導・教育行うにあたり作業員の大部分を占める
【満18歳以上の男性】の目安となる重量を調べて　

※満18歳以上の男性労働者体重60kgの場合人力のみにより扱う重量は
60.0kg＊0.4≒24.0～25.0kgに努めることと数量表を掲示しました。

事務所・倉庫・ロッカーに
重量制限と目安を掲示

　技能工の高齢化、若手作業員の減少など建設現場では働き手が少なくなっています。
また、少ない作業員の中には、腰痛など持病を抱えながら作業に従事しているのも現状です。
  過去の腰痛防止として写真のような簡単に読める既製の【安全冊子】6～8ページを
 支店の安全大会や協力業者安全担当者会議で資料配布し教育・周知していました。　

　過去に配布した腰痛防止資料






